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5 庁舎の沿革及び現況説明書

(1) 庁舎の沿革

昭和14年 7月 6日 勅令第445号をもって， 司法省に．司法研究所を

設置

勅令第269号をもって， 司法研究所を廃し，新

たに司法省に司法研修所を設置

新憲法の施行に伴い，裁判所法第14条により ，

最高裁判所に司法研修所を設置

旧毛利邸（港区芝高輪南町）を司法研修所仮庁舎

と．して修習開始

元行政裁判所跡地(千代田区紀尾井町3番地)に

司法研修所庁舎新築移転（落成式昭和23年1

1月22日）

司法研修所新築（文京区湯島四丁目6番6号， 旧

裁判所書記官研,修所跡地)，敷地 37，008㎡（着工

昭和44年6月11日， しゅん工 46年3月31日）建

物（本館）鉄筋コンクリート造5階建建面積 1，

144㎡延面積 5，797㎡，建物（別館）鉄筋コン

クリート造2階建建面積1,387㎡，延面積2’753㎡

ほかに車庫等新設（施行業者． 建築＝清水建設

株式会社， 電気＝株式会社誠電社，機械＝三建設

備工業株式会社，昇降機＝富士輸送機工業株式会

社，総工事費496,980,000円，落成式昭和46年6月

1日）

庁舎敷地1，876㎡を最高裁判所揚島宿舎へ用途変

更・

庁舎敷地1，641㎡を最高裁判所湯島北宿舎へ用途

変更

庁舎敷地3,035㎡を大蔵省へ引継（庁舎敷地30,54
6㎡となるう

新館増築（裁判官研究室） ，鉄骨造2階建建面積

183㎡，延面積366㎡（着工昭和58年11月2日， し

ゅん工昭和59年3月29日，施工業者田中土建株

式会社，工事費93,850,000円）

司法研修所庁舎新築移転（埼玉県和光市南二丁目

3番8号敷地64，680㎡建面積14，492㎡延面積

511，146㎡） （着工平成4年11月18日， しゅん工

平成6年3月15日）

①本館＝鉄筋コンクリート造5階建

建面積1，854㎡，延面積8，168㎡

昭和21年5月1 5日

昭和22年 5月 3日

昭和22年12月 1日

昭和23年 6月30日

昭和46年 3月31日

昭和50年 3月25日

昭和.52年 3月19．日

昭和58年 5月31日

昭和59年 3月29日

平成 6年 3月16日



②東館＝鉄筋コンクリート造3階建

建面積1,066㎡，延面積3,216nf

③西館＝鉄筋コンクリート造4階建

建面積2，785㎡》延面積9，920㎡

④大.講堂=鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建

建面積1，687㎡，延面積2，412㎡ ．

⑤図書館棟＝鉄筋コンクリート造地下1階地上

3階3階建

建面積1，996㎡，延面積71313nf

⑥合宿舎（ひかり寮） ＝鉄筋コンクリート造3

階建

建面積1,033㎡，延面積2,889nf

⑦合宿舎（いずみ寮） ＝鉄筋コンクリート造7

階建

建面積2,244㎡，延面積15, 179nf

⑧体育館＝鉄筋コンクリ,－ト造2階建

建面積1，299㎡，延面積1，521㎡

⑨ほかに守衛所等新設

施工業者建築＝ （本館， 図書館）鹿島・ 日本国

士・小松特定建設工事共同企業体， （東館)株式

会社熊谷組， （西館， 大講堂）佐藤・青木b 日産

特定建設工事共同企業体, （ひかり寮）株式会社

松村組， （いずみ寮，外構．，渡り廊下，守衛所，

屋外便所，駐輪場）清水・大日本・新井特定建設

工事共同企業体, ． （体育館）池田建設株式会社，

空調＝三建・朝日特定建設工事共同企業体，給排

水・衛生＝大成温調・城口特定建設工事共同企業

体，電気（電力） ＝九電工・山加特定建設工事共

同企業体，電気（通信）＝千歳電気工業株式会社，

昇降機＝株式会社東芝昇降機事業部，総工事費約2

0,000,000,000円,･ (落成式平成6年6月3日p.o設計

監理建設省関東地方建設局,株式会社日本設計)

付属建.物（用:具庫，駐輪場）新築

施工業者清水・大日本・新井特定建設工事共同

企業体， 、工事費32,833,310円

西館の一部（1階演習室， 談話室） を教室（2教

室分）に改修

施工業者建築＝和光建設株式会社，電気＝千歳

電気工業株式会社，設備＝三建設備工業株式会社

工事費172，200，000円， しゅん工平成11年11月10

日
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平成14年 1月31日 合宿者（いずみ寮B棟）及び渡り廊下の増築

鉄筋コンクリート造7階建，

建面積893㎡,：延面積5，251㎡（着工平成12年8

月31日，しゅん工平成14年1月31日施工業者

建築＝大日本土木株式会社，電気＝株式会社九電

工， 設備＝株式会社太平エンジニアリング，昇降

機＝株式会社東芝工事費1,606,290)000円）

西館増築（教室） ，鉄筋コンクリート造4階建

建面積937㎡，延面積3，637㎡（着工平成15年12

月25日） しゅん工平成17年2月15日，施工業者

建築＝佐藤工業株式会社，電気＝株式会社九電工，

設備＝三建設備工業株式会社，工事費1,310,000,0

00円）

本館教官室等改修

（着工平成16年10月2日， しゅん工平成17年3

月15日j施工業者建築＝佐藤工業株式会社，電

気＝株式会社九電工,設備＝三建設備工業株式会

社，工事費243,000,000円）

本館法廷教室等改修

（着工平成20年1月9日， しゅん工平成20年3月

31日，・施工業者建築・電気・設備＝株式会社躍

進電気， 工事費38,220,000円）

庁舎冷暖房機等改修（本館・東館・西館・・図書館）

（着工平成21年12月9日， しゅん工平成22年3

月25日，施工業者三建サービスエ事株式会社，

工事費45,843,000円）

庁舎静止形電源設備改修

（着工平'成22年1月16日， しゅん工平成22年3

月31日，施工業者株式会社ホマレ電池， 工事費

18，375，000円）

庁舎発電設備改修工事

（着工平成22年11月18日， しゅん工平成23年3

月31日，施工業者株式会社九電工，工事費 37，

380,000円）

庁舎西館外壁等改修工事

（着工平成22年12月10日， しゅん工平成23年3

月31日，施工業者株式会社瀧島建設，工事費 1

7，797，500円）

庁舎換気設備改修工事

（着工平成23年1月12日， しゅん工平成23年3

月31日，施工業者岡田設備工業株式会社，工事

'

平成17年 2月15日

平成17年 3月15日

平成20年 3月31日

平成22年 3月25日

平成22年 3月31日

平成23年 3月31日



費 9，237，259円） ．

庁舎電気設備改修工事

（着工平成22年12月28日， しゅん工平成23年3

月31日，施工業者株式会社八洲電業社,，工事費6

2，790，000円)：

庁舎機械設備.改修工事

（着工平成23年9月10日， しゅん工平成24年3

月30日，施工業者株式会社エアコンサービス

エ事費 46,935,000円）

庁舎電力監視設備改修工事

（着工平成24年7月27日， しゅん工平成25年3

月29日， 施工業者太陽電業株式会社工事費

73，815，000円）

庁舎自動制御設備改修工事

（着工平成24年8月9日， しゅん工平成25年:3

月29日ウ施工業者・三建サーピスエ事株式会社

土事費 96,705,000円）

庁舎図書館棟外部等改修工事

（着工平成25年9月28日， しゅん工平成26年3

月31日，施工業者 日新工業株式会社

工事費 66,444,000円）

司研庁舎東館等内部改修工事

（着工平成26年6月26日， しゅん工平成26年1

0月10日， 施工業者株式会社岡本工務店

工事費 14，634，000円）

司研庁舎受変電設備改修工事

（着工平成26年8月2日， ・しゅん工平成27年3

月31日，施工業者･ 株式会社新電気

工事費30,996,000円）

司研庁舎本館(H27)外部等改修工事

（着工平成27年7月7日， しゅん工平成28年1

月19日，施工業者株式会社歌工務店

工事費 41，472，000円）

司研庁舎ひかり寮機械設備改修工事

（着工平成27年12月11日， しゅん工平成28年3

月28日，施工業者株式会社協同エンジニアリング

エ事費 12,846,600円）

司研庁舎火災報知設備改修工事

（着工平成29年1月13日， しゅん工平成29年3

月28日，施工業者旭防災設備株式会社，工事費

73,711,08.0円）
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平成29年3月29日 司研庁舎機械設備改修工事

（着工平成29年1月:25.日， しゅん工平成29年3

月29日，施工業者三建設備工業株式会社，工事費

36，720，000円）

司研庁舎西館外壁等改修工事

（着工平成28年11月15日， しゅん工平成29年3

月30日，施工業者アジアエ業株式会社，工事費

34,009,200円）

司研庁舎映像音響設備改修工事

（着工平成28年11月1日， しゅん工平成29年3

月31日，施工業者株式会社アセント，工事費

42，616，800円）

司研庁舎外部監視カメラ増設工事

（着工平成29年3月17日， しゅん工平成29年3

月31日，施工業者株式会社鍵屋本舗，工事費

877，867円）

司研庁舎本館（北側）外部等改修工事

（外壁改修， 防水改修）

（着工平成29年9月27日，完成平成30年3月20

日, 施工業者株式会社歌工務店，

工事費 59,540,400111)

司研庁舎西館映像音響設備改修工事

（教室改修， サテライト改修）

（着工 平成29年10月19日， 完成平成30年3月3

0日， ・施工業者株式会社アセント，

工事費 52，487，892円）

司研庁舎図蕎館棟厨房簡易消火設備改修工事

（フード等用簡易自動消火装置更新）

（着工 平成30年1月26日， 完成平成30年3月30

日，施工業者株式会社サイボウ，

工事費 3,456,000円）

平成29年3月30日

平成29年3月31日

平成30年3月20日

平成30年3月30日

平成30年3月30日

(注）

11 職施設の管理庁において，施設の管理庁において， 各庁舎ごと各庁舎ごと に別用紙を用い，具体的に記載する。

2 建物しゅん工日は， しゅん工検査が終了して建物の引渡しを.受けた日を記

載する。

3庁舎が新築した場合も， 旧庁舎についての記載は削除しない。

4 単に「内部改修」 ， 「特別修繕」などと記載せず， 当該工事の内容が分か

るような記載とする。



5 庁舎の沿革及び現況説明書

(1) 庁舎の沿革

庁名 司 歩所別匪

司法研修所別館新築（埼玉県和光市南二丁目3番

5号敷地18,955.35㎡建面積6,581.19㎡延

面積20，290．24㎡ 資料棟＝鉄骨造3階建建面

積l･,658. '80㎡延面積4,982. 16㎡を含む。 ) (着

工平成24年1月17日しゅん工平成25年

9月13日）

①研修棟＝鉄骨鉄筋コンクリート造4階建建

面積3，140．53㎡，延面積1･0,817..48㎡

②なごみ寮＝鉄筋コンクリート造3階建建面

積1,440.66㎡延面積4,211.28nf

③渡り廊下 203．01㎡

④ 自転車置場 20．52㎡

施工業者建築＝株式会社竹中工務店，電気＝栗

原工業株式会社，機械＝三建設備工業株式会社,

エレベーター＝三菱電機株式会社総工事費5，32

4,707,000円，設計監理国士交通省関東地方整備

局，株式会社梓設計

平成25年 9月13．日

1



(2) 庁舎現況説明書

庁 修月

当研修所は，平成6年4月’に開庁した埼玉県和光市南二丁目3番8号に所在す

る施設から構成されている。

埼玉県南端に位置する和光市南二丁目と東京都練馬区大泉学園町九丁目にま

たがる緑豊かな自然環境に囲まれた中に位置し, 64,. 680平方メートルの敷

地内には，本館（事務棟） ，東館（裁判官研究棟） ，西館（司法修習棟) ， 大講

堂，図書館（厚生施設， エネルギーセンター） ，ひかり寮（裁判官宿泊棟） ：いず

み寮（修習生宿泊棟)，及び体育館の8棟から構成された施設が，それぞれ･渡り廊

下で連結され， 一体施設となっている （体育館は除く。 ） 。

また，平成6年4月に開庁後，平成1 1年以来行われてきた司法制度改革の一

環どしての司法修習生の採用人員の増加に伴い，平成1 1年度には教室の増設を，

平成’4年度には宿泊棟の増築を,平成’6年度には司法修習棟の増築及び事務

棟の改修（教官室の拡張等） を,平成21年5月21日からの裁判員制度施行に

伴い，平成19年度には本館の法廷教室の改修（裁判員裁判用法廷）を，更に，

平成26年度には導入修習の実施に伴う司法修習生の受け入れのため，東館，西

館及び図書館棟に教室増設の改修をそれぞれ行った。

平成10年代後半ころから既存棟の施設に傷みが見られるようになり ，順次･9

改修工事を行うこととし， 平成21年度には， 冷暖房機等改修工･事及び静止形電

源設備改修工事を，平成22年度に西館外壁等改修工事，発電設備改修工事，換

気設備改修工事及び電気設備改修工事を，平成23年度に，機械設備改修工事を，

平成24年度には，電力監視設備改修工事及び自動制御設備改修工事を，平成2

5年度に,.図書館等外部等改修工事を，平成26年度に，受変電設備改修工事を,

平成27年度に，本館外部等改修工事及びひかり寮機械設備改修工事を，平成2

8年度には，火災報知設備改修工事，機械設備改修工事， 西館外壁等改修工事，

映像音響設備改修工事，外部監視カメラ増設工事を，平成29年度には，本館（北

側）外部等改修工事，西館映像音響設備改修工事§ 図書館棟厨房簡易消火設備改

修工事をそれぞれ行った。

平成30年度以降も，緊急性，必要性に応じて，順次，改修を行っていく必要

がある。



(2) 庁舎現況説明書

司法研修所別館は，裁判所職員総合研修所（以下．「総研」 という｡ ） と同じ和

光市南二丁目3番5号に位置し‘，総研と隣接する18， 955平方メートル（最

高裁判所和光別館を含む。 ）の,敷地内に， 総研の各施設とも渡り廊下で連結され

た形で，研修棟， なごみ寮の2棟により構成されている。

平成24年1月から裁判官研究の充実を目的として，別館の建築に着工し，平

成25年9月13日にしゅん工し， 同年8月22日に同館に裁判官研究施設を移

転した。

0
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剛馴随W．
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The "LegalResearchlnstitute''was
establishedintheMinistryofJustice
(Shihoshの△

昭和14年7月司法省に｢司法研究所｣を設置(注） Julyl939

(注)｢司法研究所｣は、司法官(判事及び検事)の研究

並びに司法官試補の修習をつかさどる施設であった減

第二次世界大戦中，事実上その機能を停止していた。

戦後の一時期，司法省に『司法研究所｣に代わる施設と

して｢司法研修所｣が設置されていた。

．(note)？ The"LegalResearchlnstitute'' servedas

afaciUtymchargeofdirectingresearCh

conductedbymagmim加配s(judgesand

publicprosecutors) aswellasthetrain-
ingofaudiencesofmaghtratmabutits

activities were in efect suSpended

dm･ingtheSecondWoddW1r:Afterthe

endofthewarl 1ile"LegalResearchand

TrainingInstitute'' temporarilyeXisted

in theMinistryof JuStiCe (ShnloshO,
replacingthe"LegalResearchlnstitutg'.

TheLegal 'nfainingandResearch

Institutewasestablishedasatraining
facilitya鐙hatedtotheSupremeCourt
ofJapan

Mayl947i昭和22年5月最高裁判所の研修機関として司法研修所

を設置

Junel948: MOvedtoKioi-cho,Chiyodasku, 'Ibkyo

Aprill971: MovedtoYUshima,Bunkyo-ku,Tbkyo

Aprill994: MovedtoWakoCitMSaitama

August2013: Thesectioninchargeoftrainmgand
researchofjudgeswasmovedtothe

annexofTheLegal Tifainingand
ResearchInstitutelocatedinWako

CityISaitama

昭和23年6月東京都千代田区紀尾井町に移転

昭和46年4月東京都文京区湯島に移転

平成6年4月埼玉県和光市に移転

平成25年8月裁判官の研修部門力埼玉県和光市の司法

研修所別館に移転
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紀尾井町庁舎,昭和23年～46年
KioichoBuilding(1948tol971)

湯島庁舎･昭和46年～平成6年
dYushimaBnHding(1971t01994)
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I。ばじめに

司法研修所は，最高裁判所に昭和22年に設置された研修機関です。裁判官の研修と

法曹養成のための司法修習を行っています。

第一部は，裁判官研修を担当し，昭和57年から専任の教官が配置されています。司

法研修所には，裁判官研修のための研修東棟と研修員のための寮（なごみ寮）が設け

られています。

第一部

(裁判官研修担当）

最高裁判所一司法研修所 第二部
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(司法修習担当）

事務局

沿革

昭和22年5月

昭和23年6月

昭和46年4月

平成6年4月

平成25年8月

最高裁判所の研修機関として司法研修所を設置

東京都千代田区紀尾井町に移転

東京都文京区湯島に移転

埼玉県和光市に移転

裁判官の研修部門が別館に移転
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年 表

年｜月 ｜日 司法修習生関係 裁判官関係
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港区芝高給南町旧毛利邸を庁
舎とする。 ．

滝野川分室開設

千代田区紀尾井町3番地元行

政裁判所跡の新庁舎(一部竣
工）に移転

紀尾井町庁舎落成式

滝野川分室火災

小石川分室(文京区指ヶ谷町
77番地)一部竣工



年1月 ｜日
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司法修習生關侭

■
ゆ

凸一

紀尾井町庁舎簿堂増築
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一司法修習生関係 裁判官関係
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年｜月1日 司法修習生関係 裁判官関係
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司法研修所松戸分室新築

司法研惨所小石川分室廃止，
松戸分室に合宿舎移転
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年｜月 1日 司法修習生関係 裁判官関係 、

46 3 27
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司法研修所高松分室新築

東京都文京区渦島4丁目6番鋸
(旧岩崎邸･裁判所寄記官研修
所跡)の新庁舎に移転

渦島庁舎落成式



年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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年｜月 ｜日 .司法修習生関係 裁判官関係 ．

48
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司法研修所大阪分室新築

司法研修所白金分室改築
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年1月 ｜日 司法修習生関係 裁判官関係
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司法研修所広島分室新築

紀尾井町分室新築



年1月 ｜日 ． ､司 喪修習生関係 霧馴官関係
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年1月. ｜日 司法修習生関係 對■
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■ 劉官関係
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8 司法研修所名古屋分室新築、
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年1月｜日
3
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_司迭修習生関係

法研修所仙台分室新築
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司法研修所札幌分室新築

裁判官僕● 係．

0



年 月 日 司法修習生関係 裁判官関係
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3 15 溌島庁舎新館(蕊創官蔚究室)を墹築

I ｐ
Ｆ舎

巳



年｜月 ｜ 日 司法修習生関係 裁判官関 系
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4

奇玉県和光市南2丁目3番8号に
断庁舎竣工 ．

昌島庁舎閉庁式

刷光庁舎開庁式
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年｜月 1 日 司法修習生関係 ． ． 裁判官関係
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和光庁舎落成式

司法研修所福岡分室新築


